
電子入札

重要

1 入札番号

2 工事等件名

3 工事等場所

4 業種

5 開札の日時

6 入札書の提出〆切日

7 開札の場所

8 （ 無 ）
※

9

10
自
至

11 （ 無 ）
※ 有の場合は工事費（委託費）内訳書添付

12

円

13 （ 無 ）

電子入札システムによりおこないます（鹿沼市役所本庁舎５階　入札室）

長期継続契約該当の有無

鹿沼市HP掲載

令和6年4月5日

令和６年４月５日

　下記により、指名競争入札を行いますので、鹿沼市建設工事執行規則等を熟知の上、設計図書を閲覧
し、入札書を提出してください。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した
金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。
　また、入札を希望しない場合は、入札辞退届を提出し、参加しないことができます。

第  2  号

鹿沼市合葬墓整備に伴う基本計画、基本設計及び実施設計等業務委託

令和６年４月１８日  正午 

令和６年４月１９日    午前９時００分

鹿沼市笹原田

記

様式第1-1号

掲載場所は、鹿沼市ホームページ⇒産業・仕事⇒入札・契約⇒指名競争入札情報・結果⇒金抜き設
計書・入札結果

当該入札の予定価格事前公表の有無

(電子入札)指　　名　　通　　知　　書

設計書掲載期間

土木関係建設コンサルタント・造園

当該入札の入札書比較価格
（消費税抜きの予定価格）

設計書閲覧の方法

最低制限価格制度適用の有無

***************

令和6年4月19日

　ホームページからダウンロード（無料）※パスワードは不要

　長期継続契約とは、鹿沼市長期継続契約を締結することができる契約に定める条例（平成18年鹿
沼市条例第14号）に規定する契約をいいます。



電子入札
14 （ 免除 ）

15 （ 免除 ）

16

・

・

・

・

17 公正な入札の確保

18 入札無効

19 入札執行の中止

20 契約締結期限

担当部課：
電　　  話：

落札決定後､７日以内（市の休日を除く｡）とします。

入札の結果、落札者がないときは、再度の入札に付することがあります。ただし、予定価格の事前公
表を実施した入札については、この限りではありません。

契約締結に当たっては、契約保証金を納付していただきます。ただし、契約保証金の全部又は一部
を免除された場合は、この限りではありません。

入札参加者は、刑法（明治40年法律第45号）、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはなりません。

その他必要な事項

入札保証金の要否

0289-63-2278
鹿沼市　行政経営部　契約検査課　契約係

初回入札において、辞退等により入札者が１業者となったときは、入札執行を中止します。

地方自治法施行令第167条の４に定める入札参加資格のない者がした入札及び鹿沼市入札参加者
心得第８項に該当した入札は無効となります。

開札時に会場に来る必要はありませんが、指名業者は開札に立ち会うことができます。立ち会いを
希望する場合は開札日前日17時までにご連絡ください。

契約保証金の要否

入札価格の積算に当たり設計内容に疑義がある場合は、開札日の5日前（市の休日を除く）までに
質問書を提出することができます。


